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  目      次  
    

   条  例 

 ○富山県税条例の一部を改正する条例                 １ 

 ○過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例 ２ 

   規  則 

 ○富山県税条例施行規則の一部を改正する規則             ３ 
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条      例 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県税条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和６年３月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県条例第45号 

   富山県税条例の一部を改正する条例 

 富山県税条例（昭和29年富山県条例第16号）の一部を次のように改正する。 

 附則第１条の２の３中「附則第４条の４第１項」を「附則第４条の５第１項」に 

改める。 

 附則第３条の２の次に次の２条を加える。 

 （令和６年度分の個人の県民税の特別控除） 

第３条の３ 令和６年度分の個人の県民税に限り、法附則第５条の８第２項に規定 

 するところにより算定した県民税に係る令和６年度分特別税額控除額を、前年の 

 合計所得金額が18,050,000円以下である所得割の納税義務者（次条において「特 

 別税額控除対象納税義務者」という。）の第36条から第38条まで、附則第２条第 

 １項、附則第３条の２第１項及び附則第５条の規定を適用した場合の所得割の額 

 から控除する。 

 （令和７年度分の個人の県民税の特別控除） 

毎週月.水.金曜日発行 
令和６年３月30日 

土 曜 日 
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第３条の４ 令和７年度分の個人の県民税に限り、法附則第５条の12第２項に規定 

 するところにより算定した県民税に係る令和７年度分特別税額控除額を、特別税 

 額控除対象納税義務者（同一生計配偶者（控除対象配偶者及び法第34条第８項の 

 規定による判定をするときの現況において法の施行地に住所を有しない者を除く。） 

 を有するものに限る。）の第36条から第38条まで、附則第２条第１項、附則第３ 

 条の２第１項及び附則第５条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

 附則第５条の６中「令和６年３月31日」を「令和８年３月31日」に改める。 

 附則第５条の７、附則第５条の８並びに附則第６条の５第１項及び第２項中「令 

和６年３月31日」を「令和９年３月31日」に改める。 

 附則第９条第１項及び第２項並びに附則第９条の２第１項中「令和６年３月31日」 

を「令和11年３月31日」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

                              （税 務 課）  

 

 

 

 過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例を公布す 

る。 

  令和６年３月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県条例第46号 

   過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条    

   例 

 過疎地域等における県税の特別措置に関する条例（昭和39年富山県条例第75号） 

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項各号列記以外の部分中「令和６年３月31日」を「令和９年３月31日」 

に改める。 

 第４条の２第１項各号列記以外の部分及び第２項各号列記以外の部分中「令和６ 
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年３月31日」を「令和８年３月31日」に改める。 

 附則第６項中「令和６年３月31日」を「令和９年３月31日」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

                              （税 務 課）  
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規      則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県税条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年３月30日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第31号 

   富山県税条例施行規則の一部を改正する規則 

 富山県税条例施行規則（昭和29年富山県規則第27号）の一部を次のように改正す 

る。                                    
 

第43号様式⑸中 
｢ 法人事業税 
特別法人事業税 
地方法人特別税 ｣ 

を 
｢ 法人事業税 
特別法人事業税 
 ｣ 

に改める。 

 第47号様式の２⑴中 

「 ４ 添付書類（１の「所有形態」欄に応じて、次の書類を添付してください。）  

 所有形態欄が「１」の場合 所有形態欄が「２」の場合 所有形態欄が「３」の場合 所有形態欄が「４」の場合 

 

□自動車検査証（車検証）の写し 

□障害者手帳の写し 

□運転免許証の写し 

 

□自動車検査証（車検証）の写し 

□障害者手帳の写し 

□運転免許証の写し 

□申請者の住民票 

□運転者の住民票 

□使用目的証明書 

□自動車検査証（車検証）の写し 

□障害者手帳の写し 

□運転免許証の写し 

□申請者の住民票 

□運転者の住民票 

□身体障害者等の住民票 

□使用目的証明書 

□自動車検査証（車検証）の写し 

□障害者手帳の写し 

□運転免許証の写し 

□身体障害者等の世帯全員の住民票 

□使用目的証明書 

□常時介護証明書 

□自動車運行計画書 

□誓約書 

□自動車運行契約書（有償運転の場合） 

現在減免を受けている（又は過去に減免を受けていた）自動車がある場合 

    □「抹消登録証明書」、「名義変更後の車検証」又は「抹消・移転・変更登録証明書」 

 ５ 新たに取得する自動車の概要（新たに取得する自動車で減免を受けようとする場合のみ記入してください。） 」 

を 

「４ 新たに取得する自動車の概要（新たに取得する自動車で減免を受けようとする場合のみ記入してください。） 」 

に、 
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「 上記事項に係る連絡先（販売店名・電話番号・担当者名）                               
 

※ 

処 

理 

事 

項 

整理番号 手帳等 有・無 年度減免車 自動車税額 
 
                   円 

 

 

住民票 有・無 登録番号 
 
 

 
証明書 有・無 自動車取得税額 

 
                   円 

 
免許証 有・無   年  月  日  担当者印 」 

を 
 
「 上記事項に係る連絡先（販売店名・電話番号・担当者名）                              

 

県税事務所記入欄ですので、記入しないでください。 
  

 整理番号 手帳等 有・無 年度減免車 自動車税額 
 
                   円 

 
 住民票 有・無 登録番号 

 
 

 
 証明書 有・無 自動車取得税額 

 
                   円 

 
 免許証 有・無   年  月  日  担当者印 」 

に改め、同様式の備考の１中「※処理事項」欄は、記載しないでください」を「減 

免の要件に該当することを証明する書類を添付してください」に改める。 

 第57号様式の２及び第58号様式を次のように改める。 
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第57号様式の２（第40条関係） 

       年度  個人県民税払込額報告書（  年  月分） 

                           年  月  日払込  

  富山県総合県税事務所長 殿 

                     市町村長             

 次のとおり報告します。                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  備考 

   １ この報告書は、県へ個人県民税を払い込むと同時に、総合県税事務所長へ提出してください。 

     また、調整額により、県へ払い込む額がなくなり、累計が変わる場合にも提出してください。 

   ２ 「 年 月分」は、市町村で住民税及び森林環境税を徴収した年月を記入してください。 

   ３ 「調整額（過不足額）」欄及び「当月払い込む額」欄は、調整する額がある場合のみ記入してください。 

   ４ 「県民税払込額」欄の当月の合計額又は当月払い込む額の合計額は、県民税払込額と一致します。 

   ５ 「現年課税分」欄には、当該年度に徴収すべき課税額のうち、滞納繰越分を除くものを記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整額 調整額

(過不足額) (過不足額)

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

本税

延滞金

過少申告
加算金

不申告加
算金

重加算金

小計

滞納繰越
分

本税

合計

区分

県民税と市町村民税及び
森林環境税の徴収額(住
民税額等)

県民税払込額

当月 累計 当月
当月払い込
む額

累計

現年課税
分

森林環境税払込額

当月
当月払い込
む額

累計
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第58号様式（第40条関係）                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年　月　日

　富山県総合県税事務所長　殿

市町村長　　　　　　　　

　富山県税条例第42条第1項の規定により、次のとおり報告します。

普通
徴収

特別
徴収

計
普通
徴収

特別
徴収

計
普通
徴収

特別
徴収

計

人 人 人 人 人 人

所得割のみのもの

円 円 円 円 円 円 円

所得割のみのもの

均等割

所得割

円 円 円

均等割のみのもの

所得割のみのもの

均等割

所得割

所得割のみのもの

均等割

所得割

１　この報告書は、６月30日までに提出すること。

２　特定按分率は、少数点以下第３位まで算出し、第４位以下は切り捨てること。

３　富山県税条例第43条の２の規定によって課税した「退職所得に係る分離課税額」は、含めないこと。

当該年
度分の
納税義
務者

均等割のみのもの

均等割と所得割の
合算のもの

年度分県民税決定報告書

区分

県民税 市町村民税

合計

計

当
該
年
度
分
の
住
民
税
額
等

均等割
と所得
割の合
算のも
の

計

合計

備考

森林環境税

　森林環境税
　特定按分率

　県民税特定按分率

翌
年
度
調
定
額

当
該
年
度
分
の
住
民
税
額
等

均等割
と所得
割の合
算のも
の

計

参考事項

計

当
該
年
度
調
定
額

前
年
度
の
住
民
税
額
等

均等割
と所得
割の合
算のも
の

Ⓐ
Ⓒ

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

Ⓑ
Ⓒ

２ 特定按分率は、少数点以下第３位まで算出し、第４位以下は切り捨てること。 

当該年 
度分の 
納税義 
務者 

富山県税条例第42条第１項の規定により、次のとおり報告します。 

円 円 円 

Ⓑ Ⓒ 

 Ⓑ  
 Ⓒ  

均等割のみのもの 
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第59号様式及び第60号様式を次のように改める。 
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第59号様式（第40条関係）                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年　月　日

　富山県総合県税事務所長　殿

市町村長　　　　　　　　

　富山県税条例第42条第1項の規定により次のとおり報告します。

納税義務
者数

税額
納税義務

者数
税額

納税義務
者数

税額

円 円 円

所得割のみのもの

均等割

所得割

円

人 人

均等割のみのもの

所得割のみのもの

均等割

所得割

円 円 円

所得割のみのもの

均等割

所得割

円

合計

前
年
度
の
住
民
税
額
等

均等割
と所得
割の合
算のも
の

計

当
初
決
定
額

当
該
年
度
調
定
額

前
年
度
の
住
民
税
額
等

均等割
と所得
割の合
算のも
の

計

当
該
年
度
分
の
住
民
税
額
等

均等割
と所得
割の合
算のも
の

計

年度分県民税変更報告書

区分

県民税 市町村民税 森林環境税

合計

(ア) (イ) (ウ)

富山県税条例第42条第２項の規定により、次のとおり報告します。 

人 人 
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人 人

均等割のみのもの

分離課税
に係る所
得割以外
分離課税
に係る所
得割

均等割

所得割

均等割

所得割

１　この報告は、当該年度の３月31日現在で作成し、当該年度の翌年度の4月30日までに

　提出すること。

２　(ウ)の金額と(カ)の金額に１割以上の増減がある場合は、その理由と金額等参考とな

　るべき事項を「参考事項」欄に記載すること。

当
該
年
度
分
の
住
民
税
額
等

所得割の
みのもの

均等割
と所得
割の合
算のも
の

計

合計

県民税特定按分率

県民税
払込済額

県民税
要払込額

県民税按分率 県民税
差引払込過不足額

森林環境税
払込済額

森林環境税
要払込額

森林環境税按分率 森林環境税
差引払込過不足額

参考事項

備考

変
更
後
の
決
定
額

当
該
年
度
調
定
額

翌
年
度
調
定
額

当
該
年
度
分
の
住
民
税
額
等

所得割のみのもの

均等割
と所得
割の合
算のも

の

計

森林環境税特定按分率

(ア)
(ウ)

(エ)
(カ)

(エ) (カ)

(イ)
(ウ)

(オ)
(カ)

(オ)   

   
   

   
   

   
   

   
   

均等割 
と所得 
割の合 
算のも 
の 

所得割のみのもの 

分離課税 
に係る所 
得割以外 
のもの 
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 第79号様式⑴備考１及び４中「令和６年３月31日」を「令和８年３月31日」に改 

める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当 

 分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                              （税 務 課）  
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